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「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について」の留意事項について 

 

 

 本日、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について」（平成 26 年５

月 30 日雇児発 0530 第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「局長通知」とい

う。）が発出され、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生

労働省令第 63 号。以下「基準」という。）の趣旨及び内容が示されたところであるが、基

準第 10 条第３項第９号の取扱いについては、下記の事項に留意されたい。 

 なお、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基づく

技術的助言であることを申し添える。 

 

記 

 

基準第 10 条第３項第９号の「２年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事し

た者」とは、局長通知３の（３）のとおり、「遊びを通じて児童と継続的な関わりを持った

経験のある者」としている。この者は、最終的には市区町村長の判断となるが、例えば、放

課後子供教室に従事していた者のほか、地方公共団体や民間団体が実施する、児童の遊びの

場を提供する事業（いわゆる「プレイパーク」や「民間学童」など、児童福祉法上の「放課

後児童健全育成事業」の届出を行わずに実施している類似の事業など）において、児童と継

続的な関わりを持っていた者等が考えられる。ここでは、児童と積極的な関わりを持つこと

が必要であり、単なる見守りなどの経験は含まれないこと。なお、遊びを通じて児童と継続

的な関わりを持った経験のある者が対象であり、例えば、学習支援を目的とする塾等で、児

童に対し継続的に勉強を教えていたとしても、他に遊びを通じて児童と継続的な関わりを持

った経験がない限り、対象とはならないこと。 

また、ここでの「継続的」とは、２年以上従事し、かつ、総勤務時間が 2000 時間程度あ

ることが一定の目安と考えられること。 

 


